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　　　　　　通所介護契約書

　　　　　　　　様　　（以下、「利用者」と言います）と　松本市蟻ケ崎デイサービスセンター

所長　　　　　　　　　（以下、「事業者」といいます）は、事業者が利用者に対して行う通所介護に

ついて次の通り契約します。

（目的）

第１条　 事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限りその

　 居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通所介護

　 を提供し、利用者は事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

（契約期間）

第２条　 この契約の期間は令和　　年　　月　　日から利用者の要介護認定又は要支援認定の　

　 有効期限までとします。

　 ２　契約満了日の一週間前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出

　 がない場合、契約は自動更新されるものとします。

（通所介護計画）

第３条　 事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を聞き、「居宅サービス計画」に沿っ

　 た「通所介護計画」を作成し、その内容を、利用者及びその家族へ説明します。

（通所介護の提供場所・内容）

第４条　 通所介護の提供場所は松本市蟻ヶ崎デイサービスセンターです。　

　 　　所在地及び設備の概要は〔契約書別紙〕のとおりです。

　 ２　事業者は、第３条に定めた通所介護計画に沿って通所介護を提供します。事業者は通所

　 介護の提供にあたり、その内容について利用者及びその家族に説明します。

　 ３　利用者は、サービス内容の変更を希望する場合には、事業者に申し入れることができます。

　 その場合、事業者は可能な限り利用者の希望に添うようにします。

（サービス提供の記録）

第５条　 事業者は、サービス提供記録を作成し、この契約の終了後２年間保管します。

   ２  利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、第１項のサービス提供記録を閲覧する

　ことができます。

　 ３　利用者は、当該利用者に関する第１項のサービス提供記録の写しの交付を受けることがで

　 きます。

(料金）

第６条　 利用者は、〔契約書別紙〕に定める利用料をもとに、月ごとの合計額を支払います。

　 ２　事業者は、当月の料金の明細を記した請求書を翌月１０日までに利用者に交付します。

　 ３　利用者は、料金を現金で支払うことができます。

　 ４　事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは利用者に対し領収書を発行します。

（サービスの中止）

第７条　 利用者は、事業者に対して、サービス提供日の前日午後５時３０分まで（前日が日曜日の

　 場合は土曜日の午後５時３０分まで）に通知をすることにより、料金を負担することなくサービス

　 利用を中止することができます。
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　 ２　利用者がサービス提供日の前日午後５時３０分までに、サービス中止の通知をしなかった場合、

　 事業者は利用者に対して〔契約書別紙〕に定めるキャンセル料を請求することができます。

　 　この場合の料金は第６条の他の料金の支払いと合わせて請求します。

　 ３　事業者は、利用者の体調不良等の理由により通所介護を受けることが困難と判断した場合、

　 サービスを中止することができます。この場合の取扱いについては〔契約書別紙〕に記載したと

　 おりです。

（料金の変更）

第８条　 事業者は、利用者に対して、１カ月前までに文書で通知することにより利用料及び食　  

　 費等の単価の変更（増額または減額）を申し入れることができます。

　 ２　利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく〔契約書別紙〕を作成し、お

　 互いに取り交わします。

　 ３　利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し文書で通知することにより、この

　 契約を解約することができます。

（契約の終了）

第９条　 利用者は事業者に対して、１ヶ月間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、

　 この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情

　がある場合には、予告期間が１ヶ月間以内の通知でもこの契約を解約することができます。

　 ２　事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、１カ月の予告期間をおいて理

　 由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。

　 ３　次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約

　 することができます。

　　　①　事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合。

　　　②　事業者が守秘義務に反した場合。

　　　③　事業者が利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合。

　　　④　事業者が破産した場合。

　 ４　次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約

　 　 することができます。

　　　①　利用者のサービス利用料金の支払いが３カ月以上遅延し、再三の催告にもかかわらず

　 　 支払われない場合。

　　　②　利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、又は利用者の入

　    院もしくは病気等により、３カ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが

　　  明らかになった場合。

　 ５　 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。

　　　①　利用者が介護保険施設に入所した場合

　    ②　利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合。

　　　③　利用者が死亡した場合。

（秘密保持）

第１０条　 事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及び

　 その家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了

　 後も同様です。

　 ２　事業者は、利用者から予め同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者

　 及び家族の個人情報を用いません。
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（賠償責任）

第１１条　 事業者は、サービスの提供にともなって、事業の責めに帰すべき事由により利用者の

　 生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

（緊急時の対応）

第１２条　 事業者は、現に通所介護の提供を行っているときに利用者の健康状態に急激な変化

　 が生じた場合、その他必要な場合は、家族又は緊急連絡先へ速やかに連絡するとともに、主

　 治の医師又は歯科医師に連絡をとる等必要な措置を講じます。

（連携）

第１３条　 事業者は、通所介護の提供に当り、介護支援専門員及び保健医療サービス又は福祉

　 サービスを提供する者との密接な連携に努めます。

（相談、苦情対応）

第１４条　 事業者は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、通所介護に関する利用

　 者の要望、苦情等に対し迅速に対応します。

（本契約に定めのない事項）

第１５条　 利用者及び事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。

　 ２  この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重

　 し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。

（裁判管轄）

第１６条　 利用者及び事業者は、この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者の住所

　 地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。

　　上記の契約を証するため、本書２通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、各１通を

　 保有するものとします。

契約日 令和　　　年　　　　月　　　　　日

事業者

事業者名 　　松本市蟻ヶ崎デイサービスセンター

所在地 　　　　松本市蟻ヶ崎３丁目４番１号

代表者名 　　　　所　長　　　　 　　　　印

利用者 住所

氏名

代理人 住所

氏名

利用者との続柄 （　　　　　　　　　　　　　）
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〔契約書別紙　　通所介護〕
○ 担当者 （生活相談員） 氏名

○ 通所介護の内容

ご利用日・時間 サービス提供票に基づく利用日及び利用時間

ご利用場所 松本市蟻ヶ崎デイサービスセンター

ご利用可能 食堂兼機能訓練室、相談室、休養室、浴室（一般浴・特浴）

　　　設備等 送迎用車両 普通車２台、軽２台

サービス内容　 通所介護計画に沿って、送迎、食事の提供、入浴介助、個別機能訓練

　 栄養改善、口腔機能向上、その他必要な介護等を行います。

 ○ 利用料金 （１月当り）

       ① 基本料金　　　　松本市地域加算（10.14円）を乗じた表示となっています。

　1月あたりの利用料

要介護　１

要介護　２

要介護　３

要介護　４

要介護　５

＊送迎がない場合は、１回につき４８円（１割）、９６円（２割）、１４３円（３割）を引いた金額になります。

       ② 通所介護加算料金　　　　松本市地域加算（10.14円）を乗じた表示となっています。

③

④ 昼食費用 　　１食当り （全額自己負担）

　　※その他、レクリエーションにかかる費用等は自己負担となります。

○　変更事項承認欄　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

利用者 住所

氏名

代理人 住所

氏名

利用者との続柄（　　　　　　　　　　　）

事業者 所在地 松本市蟻ヶ崎3丁目4番1号

名　称 松本市蟻ヶ崎デイサービスセンター

所長　　 印

介護保険適用時の一日あたりの自己負担額

７～８時間未満 １割 ２割 ３割

６，６７２円 ６６７円 １，３３４円 ２，００２円

７，８７９円 ７８８円 １，５７６円 ２，３６４円

９，１２６円 ９１３円 １，８２５円 ２，７３８円

１０，３７３円 １，０３７円 ２，０７５円 ３，１１２円

１１，６４１円 １，１６４円 ２，３２８円 ３，４９２円

　　　　　　１割 ２割 ３割

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅰ） ２２　円 ４５　円  　６７　円

中重度者ケア体制加算 ４６　円 ９１　円  　１３７　円

入浴介助加算（Ⅰ） ４１　円 ８１　円  　１２２　円

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ ５７　円 １１４　円  　１７０　円

生活機能向上連携加算（Ⅰ） １０１　円 ２０３　円  　３０４　円

科学的介護推進体制加算 ４１　円 ８１　円  　１２２　円

＊いずれも1回あたりの料金になります。

上記の基本料金に介護職員処遇改善加算（Ⅰ）９．２％を乗じ算定を行います。

７００円
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 ○ 時間別利用料金

　1月あたりの利用料

要介護　１

要介護　２

要介護　３

要介護　４

要介護　５

　1月あたりの利用料

要介護　１

要介護　２

要介護　３

要介護　４

要介護　５

　1月あたりの利用料

要介護　１

要介護　２

要介護　３

要介護　４

要介護　５

　1月あたりの利用料

要介護　１

要介護　２

要介護　３

要介護　４

要介護　５

　1月あたりの利用料

要介護　１

要介護　２

要介護　３

要介護　４

要介護　５

　1月あたりの利用料

要介護　１

要介護　２

要介護　３

要介護　４

要介護　５

介護保険適用時の一日あたりの自己負担額

２～３時間未満 １割 ２割 ３割

２,７５８円 ２７６円 ５５２円 ８２７円

３,１５４円 ３１５円 ６３１円 ９４６円

３,５５９円 ３５６円 ７１２円 １,０６８円

３,９７５円 ３９７円 ７９５円 １,１９２円

４,３８０円 ４３８円 ８７６円 １,３１４円

介護保険適用時の一日あたりの自己負担額

３～４時間未満 １割 ２割 ３割

３，７５２円 ３７５円 ７５０円 １，１２６円

４，２８９円 ４２９円 ８５８円 １，２８７円

４，８５７円 ４８６円 ９７１円 １，４５７円

５，４０５円 ５４０円 １，０８１円 １，６２１円

５，９６２円 ５９６円 １，１９２円 １，７８９円

介護保険適用時の一日あたりの自己負担額

４～５時間未満 １割 ２割 ３割

３，９３４円 ３９３円 ７８７円 １１８０円

４，５０２円 ４５０円 ９００円 １３５１円

５，０９０円 ５０９円 １０１８円 １５２７円

５，６７８円 ５６８円 １１３６円 １７０４円

６，２５６円 ６２６円 １２５１円 １８７７円

介護保険適用時の一日あたりの自己負担額

５～６時間未満 １割 ２割 ３割

５，７８０円 ５７８円 １，１５６円 １，７３４円

６，８２４円 ６８２円 １，３６５円 ２，０４７円

７，８７９円 ７８８円 １，５７６円 ２，３６４円

８，９２３円 ８９２円 １，７８５円 ２，６７７円

９，９７８円 ９９８円 １，９９６円 ２，９９３円

介護保険適用時の一日あたりの自己負担額

６～７時間未満 １割 ２割 ３割

５，９２２円 ５９２円 １，１８４円 １，７７７円

６，９８６円 ６９９円 １，３９７円 ２，０９６円

８，０７１円 ８０７円 １，６１４円 ２，４２１円

９，１３６円 ９１４円 １，８２７円 ２，７４１円

１０，２２１円 １０２２円 ２，０４４円 ３，０６６円

介護保険適用時の一日あたりの自己負担額

８～９時間未満 １割 ２割 ３割

６，７８４円 ６７８円 １，３５７円 ２，０３５円

８，０２１円 ８０２円 １，６０４円 ２，４０６円

９，２７８円 ９２８円 １，８５６円 ２，７８３円

１０，５５６円 １，０５６円 ２，１１１円 ３，１６７円

１１，８４４円 １，１８４円 ２，３６９円 ３，５５３円
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 ○ 健康上の理由による中止
①風邪、病気の際はサービスの提供をお断りすることがあります。
②当日の健康チェックの結果体調が悪い場合、サービス内容の変更又は中止することがあります。
   その場合、ご家族に連絡の上、適切に対応します。
③ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合ご家族に連絡の
　 上、適切に対応します。また、必要に応じて速やかに主治の医師または、歯科医師に連絡を取る
　 等必要な措置を講じます。

 ○ 緊急連絡先

氏　　名

住　　所

電    話

続　　柄

　　主治医

 ○ 相談、要望、苦情等の窓口
通所介護に関する相談、要望、苦情等は生活相談員か次の窓口までお申し出ください。

　　　　 〔当事業所〕
   相談窓口   担当
   電話番号   ０２６３－３９－３２３２
   受付時間  月曜日～土曜日　　午前９時～午後５時

〔松本市役所高齢福祉課〕
   電話番号   ０２６３－３４－３２１４
   受付時間  月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分

〔国保連合会苦情窓口〕
   電話番号   ０２６－２３８－１５８０
   受付時間  月曜日～金曜日　　午前８時３０分～午後５時

第１通報先 第２通報先

住　　所

電話番号

病院又は診療所名

医師名
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　　介護予防・日常生活支援総合事業通所介護契約書

　　　　　　    様　　（以下、「利用者」といいます）と　松本市蟻ヶ崎デイサービスセンター

所長　　　　　　　　（以下、「事業者」といいます）は、事業者が利用者に対して行う介護予防・

日常生活支援総合事業通所介護（以下、「通所介護」といいます）ついて次の通り契約します。

（目的）

第１条　 事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限りその

　 居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう自立の可能性を最大限引き出す

　支援を行い、生活の質の向上に資する通所介護を提供し、利用者は事業者に対し、その

　 サービスに対する料金を支払います。

（契約期間）

第２条　 この契約の期間は、令和　　年　　月　日から利用者の要支援認定の有効期限まで

　 でとします。

　 ２　契約満了日の一週間前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出

　 がない場合、契約は自動更新されるものとします。

（通所介護計画）

第３条　 事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を聞き、「居宅サービス計画」に沿っ

　 た「通所介護計画」を作成し、その内容を、利用者及びその家族へ説明します。

（通所介護の提供場所・内容）

第４条　 通所介護の提供場所は松本市蟻ヶ崎デイサービスセンターです。　

　 　　所在地及び設備の概要は〔契約書別紙〕のとおりです。

　 ２　事業者は、第３条に定めた通所介護計画に沿って通所介護を提供します。事業者は通所

　 介護の提供にあたり、その内容について利用者及びその家族に説明します。

　 ３　利用者は、サービス内容の変更を希望する場合には、事業者に申し入れることができます。

　 その場合、事業者は可能な限り利用者の希望に添うようにします。

（サービス提供の記録）

第５条　 事業者は、サービス提供記録を作成し、この契約の終了後２年間保管します。

   ２  利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、第１項のサービス提供記録を閲覧する

　ことができます。

　 ３　利用者は、当該利用者に関する第１項のサービス提供記録の写しの交付を受けることがで

　 きます。

(料金）

第６条　 利用者は、〔契約書別紙〕に定める利用料をもとに、月ごとの合計額を支払います。

　 ２　事業者は、当月の料金の明細を記した請求書を翌月１０日までに利用者に交付します。

　 ３　利用者は、料金を現金で支払うことができます。

　 ４　事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは利用者に対し領収書を発行します。

（サービスの中止）

第７条　 利用者は、事業者に対して、サービス提供日の前日午後５時３０分まで（前日が日曜日の

　 場合は土曜日の午後５時３０分まで）に通知をすることにより、料金を負担することなくサービス

　 利用を中止することができます。
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　 ２　利用者がサービス提供日の前日午後５時３０分までに、サービス中止の通知をしなかった場合

　 　この場合の料金は第６条の他の料金の支払いと合わせて請求します。

　 ３　事業者は、利用者の体調不良等の理由により通所介護を受けることが困難と判断した場合、

　 サービスを中止することができます。この場合の取扱いについては〔契約書別紙〕に記載したと

　 おりです。

（料金の変更）

第８条　 事業者は、利用者に対して、１カ月前までに文書で通知することにより利用料及び食　  

　 費等の単価の変更（増額または減額）を申し入れることができます。

　 ２　利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく〔契約書別紙〕を作成し、お

　 互いに取り交わします。

　 ３　利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し文書で通知することにより、この

　 契約を解約することができます。

（契約の終了）

第９条　 利用者は事業者に対して、１ヶ月間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、

　 この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情

　がある場合には、予告期間が１ヶ月間以内の通知でもこの契約を解約することができます。

　 ２　事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、１カ月の予告期間をおいて理

　 由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。

　 ３　次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約

　 することができます。

　　　①　事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合。

　　　②　事業者が守秘義務に反した場合。

　　　③　事業者が利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合。

　　　④　事業者が破産した場合。

　 ４　次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約

　 　 することができます。

　　　①　利用者のサービス利用料金の支払いが３カ月以上遅延し、再三の催告にもかかわらず

　 　 支払われない場合。

　　　②　利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、又は利用者の入

　    院もしくは病気等により、３カ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが

　　  明らかになった場合。

　 ５　 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。

　　　①　利用者が介護保険施設に入所した場合

　    ②　利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合。

　　　③　利用者が死亡した場合。

（秘密保持）

第１０条　 事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及び

　 その家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了

　 後も同様です。

　 ２　事業者は、利用者から予め同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者

　 及び家族の個人情報を用いません。

（賠償責任）

第１１条　 事業者は、サービスの提供にともなって、事業の責めに帰すべき事由により利用者の

8 / 11 ページ



9 / 11 ページ

　 生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

（緊急時の対応）

第１２条　 事業者は、現に通所介護の提供を行っているときに利用者の健康状態に急激な変化

　 が生じた場合、その他必要な場合は、家族又は緊急連絡先へ速やかに連絡するとともに、主

　 治の医師又は歯科医師に連絡をとる等必要な措置を講じます。

（連携）

第１３条　 事業者は、通所介護の提供に当り、介護支援専門員及び保健医療サービス又は福祉

　 サービスを提供する者との密接な連携に努めます。

（相談、苦情対応）

第１４条　 事業者は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、通所介護に関する利用

　 者の要望、苦情等に対し迅速に対応します。

（本契約に定めのない事項）

第１５条　 利用者及び事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。

　 ２  この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重

　 し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。

（裁判管轄）

第１６条　 利用者及び事業者は、この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者の住所

　 地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。

　　上記の契約を証するため、本書２通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、各１通を

　 保有するものとします。

契約日 令和　 　年　　　月　　　　日

事業者

事業者名 　　松本市蟻ヶ崎デイサービスセンター

所在地 　　　　松本市蟻ヶ崎３丁目４番１号

代表者名 　　　　所　長　　　　 　　　　印

利用者 住所

氏名

代理人 住所

氏名

利用者との続柄 （　　　　　　　　　　　　　）
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〔契約書別紙　　予防〕

○ 担当者 （生活相談員） 氏名

○ 通所介護の内容

ご利用日・時間 サービス提供票に基づく利用日及び利用時間

ご利用場所 松本市蟻ヶ崎デイサービスセンター

ご利用可能 食堂兼機能訓練室、相談室、休養室、浴室（一般浴・特浴）

　　　設備等 送迎用車両 普通車２台、軽２台

サービス内容　 予防通所介護計画に沿って、送迎、食事の提供、入浴介助、個別機能訓練

　 栄養改善、口腔機能向上、その他必要な介護等を行います。

 ○ 利用料金 （１月当り）

       ① 基本料金　　　　松本市地域加算（10.14円）を乗じた表示となっています。

要支援　１

要支援　2

       ② 予防介護加算料金　　　　松本市地域加算（10.14円）を乗じた表示となっています。

③

④ 昼食費用 　　１食当り （全額自己負担）

　　※その他、レクリエーションにかかる費用等は自己負担となります。

○　変更事項承認欄　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

利用者 住所

氏名

代理人 住所

氏名

利用者との続柄（　　　　　　　　　　　）

事業者 所在地 松本市蟻ヶ崎3丁目4番1号

名　称 松本市蟻ヶ崎デイサービスセンター

所長　　 印

1月あたりの利用料
介護保険適用時の一月あたりの自己負担額

１割 ２割 ３割

１８，２３１円 １，８２４円 ３，６４７円 ５，４７０円

３６，７１６円 ３，６７２円 ７，３４４円 １１，０１５円

＊送迎、入浴を含みます。

　　　　　　１割 ２割 ３割

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅰ）　　要
支援１

９０　円 １７９　円  　２６８　円

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅰ）　　要
支援２

１７９　円 ３５７　円  　５３６　円

生活機能向上連携加算Ⅱ ２０３　円 ４０６　円  　６０９　円

科学的介護推進体制加算 ４１　円 ８２　円  　１２２　円

＊いずれも1月あたりの料金になります。

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）９．２％を乗じた金額になります。

７００円
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 ○ 健康上の理由による中止

①風邪、病気の際はサービスの提供をお断りすることがあります。

②当日の健康チェックの結果体調が悪い場合、サービス内容の変更又は中止することがあります。

   その場合、ご家族に連絡の上、適切に対応します。

③ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合ご家族に連絡の

　 上、適切に対応します。また、必要に応じて速やかに主治の医師または、歯科医師に連絡を取る

　 等必要な措置を講じます。

 ○ 緊急連絡先

　　　　　第１通報先

氏　　名

住　　所

電    話

続　　柄

　　主治医

 ○ 相談、要望、苦情等の窓口

通所介護に関する相談、要望、苦情等は生活相談員か次の窓口までお申し出ください。

　　　　 〔当事業所〕

   相談窓口   担当

   電話番号   ０２６３－３９－３２３２

   受付時間  月曜日～土曜日　　午前８時３０分～午後５時３０分

〔松本市役所高齢福祉課〕

   電話番号   ０２６３－３４－３２１４

   受付時間  月曜日～金曜日　　午前８時３０分～午後５時１５分

〔国保連合会苦情窓口〕

   電話番号   ０２６－２３８－１５８０

   受付時間  月曜日～金曜日　　午前８時３０分～午後５時

第２通報先

電話番号

病院又は診療所名

医師名

住　　所
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